
１．本体

パソコン本体 ノートパソコン（ビジネスモデル）

台数 ３台

サイズ （横）約380mm×（縦）約270mm×（高）35mm以下　※ノート型本体

OS Microsoft Windows 10 pro（64bit版）最新版

CPU
次のうちいずれかを選定すること。①Intel Core i3（第10世代以上）　②Intel Core i5（第
10世代以上）　③Intel Core i7（第10世代以上）　④Intel Core i9（第10世代以上）

メインRAM 16GB以上（増設メモリを採用の条件：①PCメーカー保証対象品に限る　②取付の上納品必須）

内蔵ストレージ SSD：250GB以上　　（HDDは不可）

ディスプレイ 15.6インチ（解像度1,920×1,080以上）※内蔵型

グラフィック機能 CPU内蔵のグラフィック機能で可

タッチパネル機能 原則不要（但し、当該機能があっても差し支えない）

Bluetooth 原則不要（但し、当該機能があっても差し支えない）

無線LAN 必要（IEEE802.11 a/b/g/n/ac）

有線LAN 本体内蔵型（100BASE-TX以上）

USB USB3.0（合計2口以上）

CD/DVDドライブ 原則不要（但し、当該機能があっても差し支えないが、その場合はROMドライブに限る）

フラッシュメモリ 原則不要（但し、当該機能があっても差し支えない）

キーボード JIS(QWERTY)配列KB（テンキーあり/キーストローク1mm以上）

外部出力端子 HDMI／ヘッドフォン

環境基準
パソコン本体は次の全基準を満たした製品であること。①国際エネルギースタープログラム
②グリーン購入法

２．添付物

マウス USB有線光学3ボタンスクロールマウス　台数分（サイズ：約5-7cm×約9-11cm程度）

電源アダプタ 台数分

リカバリディスク
個数：必要最小限の数だけ納入すること。1セットあれば全機器の再セットアップが可能であ
る場合、1セットの納品でよい。CD-R又はUSBフラッシュメモリ形式でも納品すること。なお、
標準の付属リカバリディスクがない場合は、導入業者が作成し、納入すること。

ドライバーズディスク

個数：必要最小限の数だけ納入すること。1セットあれば全機器の再セットアップが可能であ
る場合、1セットの納品でよい。CD-R又はUSBフラッシュメモリ形式でも納品すること。なお、
標準の付属ドライバーズディスクがない場合は、導入業者がウェブサイト等から必要なドライ
バーを全てダウンロードしてディスクを作成し、納入すること。

プリインストールアプリケー
ションディスク

個数：必要最小限の数だけ納入すること。1セットあれば全機器の再セットアップが可能であ
る場合、1セットの納品でよい。標準の付属ディスクがない場合は添付不要である。

Microsoft Office

Microsoft Office Standard 最新版 MPSAライセンス　台数分
[MPSA番号] 4100081108　[購入者アカウント番号] 0005384530
[購入アカウント名称] 三田市役所　[ユーザID] jyohou_u@city.sanda.lg.jp
※新規で契約するのではなく、必ず上記の契約に紐付けて発注すること。
※MPSA版ライセンスを取扱いできない場合は、調達本数が3本以上であれば、オープンライセ
ンスでも差し支えない。ただし、その場合も[ユーザID]jyohou_u@city.sanda.lg.jpに必ず紐
付けて納品すること。
※プリインストール版、パッケージ版Officeは不可
※誤ったライセンス契約体系で発注した場合は期日までに正しく発注をやり直すこと。
※インストールメディアは不要

CAL 旧端末と同数入替のため不要

３．ハードウェア保証・保守

ハードウェア保証年数 １年間以上（ハードウェア・パーツ無償）※メーカーの標準保証

保守契約 -

４．注意事項等

落札後の注意事項

・落札者は落札後に仕様のわかる物件明細書等（原則パンフレットも添付）を、３日（開庁
日）以内に速やかに三田市へ提出し、その内容に仕様書で記載された項目について不足がない
かを確認すること。もし不足がある場合は三田市が指示するとおりに物件を再検討し、資料を
提出すること。

物件選定における
注意事項

・中古品は不可である。
・カタログ落ちモデル新品は可だが、最新モデルと同等の保証が必須である。
・何らかのオプションが必要となるときは見積りに加えること。
・見積合計額は納品場所までの搬入料と梱包物の回収費（段ボールや発泡スチロール等）を含
むこと。

パソコン調達仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３）


